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不不不法法法投投投棄棄棄防防防止止止スススカカカイイイパパパトトトロロローーールルルにににつつついいてててい    

666 月月月 555  日日日、、、県県県境境境不不不法法法投投投棄棄棄現現現場場場ををを上上上空空空かかかららら撮撮撮影影影しししままましししたたた。。。  

 

 ６月５日、県境不法投棄現場を上空から撮影したものです。 

 県では、６月と１０月を「不法投棄追放月間」と定め、スカイパトロールや、関係機関との

合同パトロールを隣県と協同して実施しているほか、防犯カメラを用いるなど、休日夜間の監

視を強化しています。 

廃廃棄棄物物運運搬搬車車両両のの表表示示ににつついいてて  

 現在、１日当たり１５～３０台程度の運搬車両にて廃棄物を処理施設まで搬出しています

が、地元住民の皆様や対向車に運搬車両台数を分かりやすくするため、１グループあたりの運

搬車両の表示を下記のようにしました。 

廃廃棄棄物物のの撤撤

Ｈ20 事業実施 

      撤去終了箇所 

１グループ運搬車

Ａ地区撤去終了箇所 

青森県田子町 岩手県二戸市 

県 境 

汚染土壌対策箇所

Ｂ地区 

ストックヤード 

県境土留工及び汚染拡散防止工 

Ｄ地区 
去去状状況況ににつついいてて（（平平成成 2200 年年 66 月月末末現現在在））  

 

岩 手県側の推定総量

256,800トンのうち、54％

（累積撤去量 138,887

ｔ）を撤去しました。 

 

両台数 


